
仙台市スポーツ施設温水プール管理運営要領 

                      （平成 15年３月 31日市民局長決裁） 

 

（趣旨） 

第１条  この要領は、仙台市スポーツ施設条例（昭和 59 年仙台市条例第２号。以下「条例」

という。）、仙台市スポーツ施設条例施行規則（平成 15 年仙台市規則第 53 号。以下「規

則」という。）及び仙台市スポーツ施設運営要領に定めるもののほか、仙台市体育館温水

プール、仙台市宮城広瀬総合運動場宮城広瀬温水プール（以下「宮城広瀬温水プール」

という｡）、仙台市根白石温水プール（以下「根白石温水プール」という｡）、仙台市今泉

運動場今泉温水プール（以下「今泉温水プール」という｡）、仙台市葛岡温水プール（以

下「葛岡温水プール」という｡）、仙台市中田温水プール（以下「中田温水プール」とい

う｡）、仙台市鶴ケ谷温水プール（以下「鶴ケ谷温水プール」という｡）、仙台市水の森温

水プール（以下「水の森温水プール」という｡）及び仙台市新田東総合運動場宮城野体育

館温水プール（以下「宮城野体育館温水プール」という。）（以下、総称して「温水プー

ル」という。）の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（運営） 

第２条  温水プールの管理運営にあたっては、利用者が常に快適かつ安全に利用できるよ

う努めなければならない。 

２  温水プールは、水泳教室及び指導者講習会等の事業を開催する。 

 

（入場定員） 

第３条  利用者の安全を確保するため、入場定員を次のとおりとする。 

  仙台市体育館温水プール   180 人 

  宮城広瀬温水プール     240 人 

  根白石温水プール       220 人 

  今泉温水プール         280 人 

  葛岡温水プール         210 人 

 中田温水プール      340 人 

 鶴ケ谷温水プール     310 人 

 水の森温水プール     320 人 

 宮城野体育館温水プール  357 人 

 

（使用の制限） 

第４条  条例第３条第２項第３号の規定により使用を許可しない場合は、次の各号に定め

る場合とする。 

 (1)  営利を目的とした使用 

 (2)  専用使用する場合で次に該当する行事又は事業以外の使用 

  ア  仙台市及びスポーツ振興課長が認める者が主催（共催を含む）する行事又は事業

に使用する場合 

  イ  公共的、公益的目的で開催する行事又は事業に使用する場合 

  ウ  指定管理者が実施する水泳教室及び指導者講習会等の事業 

エ その他文化観光局長が必要と認める行事又は事業に使用する場合 



 (3) 温水プールの一部を専用使用する場合で、次のいずれかに該当する区域を使用対象

とする場合 

  ア プールサイド 

  イ 採暖室 

  ウ 更衣室 

  エ シャワー室 

 

（入場の制限及び禁止） 

第５条  次の各号の一に該当する者は、入場を制限し、又は禁止する。 

 (1)  伝染性の疾患を有すると認められる者 

 (2)  心臓疾患、中耳炎、皮膚病及び眼疾等の疾患を有し、医師から水泳が不適当と診断

された者 

 (3)  酒気を帯びている者 

 (4)  おむつを使用している者 

(5) その他管理運営上支障があると認められる者 

 

（行為の禁止） 

第６条  次に掲げる行為は、禁止する。ただし、指定管理者が特別の事由があると認める

ときは、この限りでない。 

 (1)  メガネ、水中メガネ（水泳用ゴーグルを除く）、時計、ヘアピン、ネックレス、そ

の他ガラス、金属類の持込み 

 (2)  ゴムボート、エアマット等他人の妨げとなる遊泳具の持込み 

 (3)  水着及び水中ウォーキング用水中ミット並びに水中シューズ以外のものの着用 

 (4)  飛び込み及び潜水等危険な行為 

 (5)  プールサイド、サンデッキ、採暖室又は更衣室での喫煙及び飲食。ただし、指定管

理者が指定する場所で瓶又は缶を使用しないで水分補給することを除く。 

 (6) 水着及び水泳帽子を着用しない入水 

 (7)  その他管理運営上支障があると認められる行為 

 

（付添人） 

第７条  次の各号の一に該当する者が温水プールを使用するときは、水着を着用した付添

人を伴わなければならない。 

 (1)  小学２年生以下の者 

 (2)  身体に障害がある等のため、個人での利用が困難と認められる者 

 

（夜間使用） 

第８条 中学生以下の者が、条例別表第１の１に規定する夜間の使用時間帯に温水プール

を使用するときは、親権者等の同意を得ているか確認のうえ、使用を認めるものとする。 

 

（一部専用使用） 

第９条 温水プールの一部を専用使用する旨承認を受けた者は、施設が使用受付けを行う

際に、承認を受けた者が入水等を認める個人とそれ以外の個人を判別できるよう必要な

措置を講じるものとする。 



（使用申込み期間の特例） 

第 10条 規則第５条第１項ただし書に定める市長が特に必要と認める場合は、温水プール

を専用使用する場合とし、その期間は使用日の属する月の６月前の月の 2 日から使用日

の属する月の１月前の 20 日まで(温水プールの一部を専用使用する場合は、使用日の前

日まで)とする。 

 

   附 則 

  この要領は、平成 15年４月１日から実施する。 

 

   附 則（平成 16年３月 31 日改正） 

 この改正は、平成 16年４月１日から実施する。 

 

   附 則（平成 16年 10 月５日改正） 

 この改正は、平成 16年 11 月１日から実施する。 

 

   附 則（平成 18年３月 24 日改正） 

 この改正は、平成 18年４月１日から実施する。 

 

   附 則（平成 19年５月 18 日改正） 

 この改正は、平成 19年５月 20 日から実施する。 

 

   附 則（平成 22年３月 25 日改正） 

 この改正は、平成 22年４月１日から実施する。 

 

   附 則（平成 28年３月 25 日改正） 

 この改正は、平成 28年４月１日から実施する。 

 


